
  

一 

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
一
条
中
「
こ
の
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
」
に
改
め
、
「
規
定
」
の

下
に
「
（
第
二
号
に
該
当
す
る
労
働
者
に
あ
つ
て
は
、
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
及
び
深
夜
の
割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定
）
」

を
加
え
、
「
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
」
を
削
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
使
用
者
が
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
第
二
号
に
該
当
す
る
労
働
者
を

同
法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
時
刻
の
間
に
お
い
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
割
増
賃
金
の
支
払
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の



 

二 

法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



  

三 

理 

由 
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
及
び
機
密
の
事
務
を
取
り
扱
う
者
の
職
務
と
責
任
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
深
夜

の
割
増
賃
金
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


